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指名停止措置の概要 

１ 指名停止措置業者名及び住所 

指名停止措置業者 住所 

株式会社兵藤工務店 群馬県渋川市中郷４４２番地 

 

２ 指名停止措置期間 

令和５年１１月６日～令和５年１２月５日（１ヵ月） 

 

３ 指名停止措置の範囲 

  官庁営繕部の発注する工事 

 

４ 事実概要 

株式会社兵藤工務店は、令和４年１１月１５日、同社加工場において、無資格の従業員がフォ
ークリフトを運転して木材の積荷の荷下ろしを行った際、積荷が落下し、労働者が積荷の下敷
きになり死亡する事故を発生させた。この件について、同社及び同社使用人は、労働安全衛生
法違反により前橋簡易裁判所から略式命令を受け、罰金刑が確定した。 
 

５ 指名停止措置理由 

  上記４は、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１５号

（不正又は不誠実な行為）に該当すると認められる。 

 

＜官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領＞ 

別表第２第１５号 

措置要件 期間 

（不正又は不誠実な行為） 

１５ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又

は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方としては不適当で

あると認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

１カ月以上 9カ月以内 

 

 


